
別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため
　移動平均法による原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
④差入保証金
　賃貸借契約で契約期間満了後に物件を明け渡す場合に敷金の一定割合を償却すると定められている場合
　定額法により一定割合を償却している。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者
　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
　イ　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）
　　「地域包括支援センター」
　　「地域活動・交流事業」
　　「通所介護事業」（予防含む）
　　「居宅介護支援事業」（予防含む）
　　「介護予防支援」　
　　「生活支援体制整備事業」
　ウ　ぽこ・あ・ぽこ拠点（社会福祉事業）
　　「就労移行支援事業」
　　「就労継続支援事業B型」
　　「自立訓練（生活訓練）事業」
　エ　川崎市わーくす大師拠点区分（社会福祉事業）
　　「就労移行支援事業」
　　「就労継続支援事業B型」
　　「特定相談支援事業」
　オ　ウィング・ビート拠点区分（社会福祉事業）
　カ　ミラークよこすか拠点区分（社会福祉事業）
　　「就労移行支援事業」
　　「自立訓練（生活訓練）事業」
　キ　横浜南部就労支援センター拠点区分（公益事業）
　ケ　中部就労援助センター拠点区分（公益事業）
　　「雇用安定等事業」
　　「生活支援等事業」
　　「就労援助センター事業」
　コ　湘南地域就労援助センター拠点区分（公益事業）
　　「雇用安定等事業」
　　「生活支援等事業」
　　「就労援助センター事業」
　　「障害者生活支援事業」



４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
建物 256,090,220 0 8,280,366 247,809,854

合            計 256,090,220 0 8,280,366 247,809,854

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

建物(基本財産) 670,462,221 422,652,367 247,809,854
車両運搬具 20,056,867 17,428,564 2,628,303
器具及び備品 28,731,427 20,393,061 8,338,366
有形リース資産 815,850 503,107 312,743
機械及び装置 3,791,735 3,501,300 290,435
ソフトウェア 2,544,325 2,172,375 371,950
無形リース資産 2,756,250 1,699,688 1,056,562

合            計 729,158,675 468,350,462 260,808,213

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 78,246,800 0 78,246,800
未収金 1,726,967 0 1,726,967
未収補助金 54,577,301 0 54,577,301

合            計 134,551,068 0 134,551,068

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

１１．重要な偶発債務

　　　　　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点における介護保険システムのサーバー（器具及び備品）、
　　　　　ソフトウェア（無形固定資産）である。

該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
○リース取引関係
　　・所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　リース資産の内容
　　　　その他の固定資産



　　
該当なし

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

９．重要な後発事象

未収補助金 460,000 0 460,000
合            計 2,027,017 0 2,027,017

の当期末残高 当期末残高
未収金 1,567,017 0 1,567,017

７．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

ソフトウェア 589,600 328,150 261,450
合            計 2,995,015 1,109,310 1,885,705

累計額
器具及び備品 2,405,415 781,160 1,624,255

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

該当なし

５．担保に供している資産
該当なし

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

４．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　　

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。
（1）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

②無形固定資産：定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者
　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため
　移動平均法による原価法を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）
１．重要な会計方針



別紙２

計算書類に対する注記

（新杉田地域ケアプラザ拠点区分用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。
②無形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。
③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　　ア　地域包括支援センター
　　イ　地域活動・交流事業
　　ウ　通所介護事業(予防含む)
　　エ　居宅介護支援事業(予防含む)
　　オ　介護予防支援
　　カ　生活支援体制整備事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

車両運搬具 11,781,855 9,529,591 2,252,264
器具・備品 3,589,711 2,447,977 1,141,734
有形リース資産 815,850 503,107 312,743
ソフトウェア 613,740 503,240 110,500
無形リース資産 2,756,250 1,699,688 1,056,562

合            計 19,557,406 14,683,603 4,873,803



８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 19,897,855 0 19,897,855
未収金 75,250 0 75,250
未収補助金 110,147 0 110,147

合            計 20,083,252 0 20,083,252

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　リース資産の内容
　　　　その他の固定資産
　　　　　通所介護事業及び居宅介護事業における介護保険システムのサーバー（器具及び備品）、
　　　　　ソフトウェア（無形固定資産）である。

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
　○リース取引関係
　・所有権移転外ファイナンス・リース取引



機械・装置 3,175,385 2,884,952 290,433
ソフトウェア 437,121 437,121 0

合            計 686,435,116 438,193,240 248,241,876

建物（基本財産） 670,462,221 422,652,367 247,809,854
車両運搬具 4,645,492 4,614,427 31,065
器具及び備品 7,714,897 7,604,373 110,524

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

合            計 256,090,220 0 8,280,366 247,809,854

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
建物 256,090,220 0 8,280,366 247,809,854

　　ア　就労移行支援事業
　　イ　就労継続支援事業B型
　　ウ　自立訓練(生活訓練)事業　
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ぽこ･あ･ぽこ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

②無形固定資産：定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

別紙２

計算書類に対する注記

（ぽこ･あ･ぽこ拠点用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。



純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

合            計 23,131,098 0 23,131,098

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

事業未収金 23,004,710 0 23,004,710
未収金 84,700 0 84,700
未収補助金 41,688 0 41,688

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高



別紙２

計算書類に対する注記

（川崎市わーくす大師拠点区分用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) わーくす大師拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
　　ア　就労移行支援事業
　　イ　就労継続支援事業B型
　　ウ　特定相談支援事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

車両運搬具 2,389,420 2,389,419 1
器具及び備品 4,360,188 3,837,850 522,338
機械及び装置 616,350 616,348 2
ソフトウェア 424,320 424,320 0

合            計 7,790,278 7,267,937 522,341

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 18,598,230 0 18,598,230
合            計 18,598,230 0 18,598,230

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項



該当なし

該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

合            計 9,651,168 0 9,651,168

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 9,651,168 0 9,651,168

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

ソフトウェア 12,133 12,133 0
合            計 1,408,053 1,042,477 365,576

車両運搬具 1,119,140 890,087 229,053
器具及び備品 276,780 140,257 136,523

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産

(1) ウィング･ビート拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。

別紙２

計算書類に対する注記

（ウィング･ビート拠点区分用）
１．重要な会計方針



別紙２

計算書類に対する注記

（ミラークよこすか拠点区分用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
該当なし

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ミラークよこすか拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式､第２号第４様式､第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪))
　　ア　就労移行支援事業
　　イ　自立訓練（生活訓練）事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

器具及び備品 104,328 29,342 74,986
合            計 104,328 29,342 74,986

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 7,094,837 0 7,094,837
合            計 7,094,837 0 7,094,837

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項



該当なし

該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

合            計 534,658 0 534,658

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

の当期末残高 当期末残高
未収金 534,658 0 534,658

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

合            計 1,131,694 693,331 438,363

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

器具及び備品 983,179 544,816 438,363
ソフトウェア 148,515 148,515 0

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産

(1) 横浜南部就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。

別紙２

計算書類に対する注記

（横浜南部就労支援センター拠点区分用）
１．重要な会計方針



別紙２

計算書類に対する注記

（湘南地域就労援助センター拠点区分用）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断
　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 湘南地域就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　　ア　雇用安定等事業
　　イ　生活支援等事業
　　ウ　就労援助センター事業
　　エ　障害者生活支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高
累計額

器具及び備品 6,300,844 4,611,228 1,689,616
ソフトウェア 186,148 186,148 0

合            計 6,486,992 4,797,376 1,689,616

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の
の当期末残高 当期末残高

未収金 157,179 0 157,179
未収補助金 24,473,510 0 24,473,510

合            計 24,630,689 0 24,630,689

純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び



該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１０．重要な後発事象

未収補助金 29,491,956 0 29,491,956
合            計 29,897,267 0 29,897,267

の当期末残高 当期末残高
未収金 405,311 0 405,311

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

合            計 3,249,793 533,846 2,715,947

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

器具及び備品 2,996,085 396,058 2,600,027
ソフトウェア 132,748 132,748 0

累計額
車両運搬具 120,960 5,040 115,920

（単位：円）
取得価額 減価償却 当期末残高

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

　　ウ　就労援助センター事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

(1) 中部就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　　ア　雇用安定等事業
　　イ　生活支援等事業

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。
　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と
　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。
　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した
　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(3) 引当金の計上基準
・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している
・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担
　　　　　　　　　すべき金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産：定額法によっている。
②無形固定資産：定額法によっている。

別紙２

計算書類に対する注記

（中部就労援助センター拠点区分用）
１．重要な会計方針


